
 - 1 -

岩手大学における授業料その他の料金に関する規則 
 

平 成 １ ６ 年 ４ 月 １ 日 制  定 
令 和 ５ 年 ２ 月 ２ ７ 日 最終改正 

（趣旨） 
第１条 岩手大学における授業料その他の料金に関しては、この規則の定めるところによる。 
 

（授業料、入学料及び検定料の額） 
第２条 岩手大学の授業料（幼稚園にあっては、保育料。以下同じ。）、入学料（幼稚園にあ

っては入園料。以下同じ。）及び検定料の額は、次の表のとおりとする。 
 

区   分 
 

授 業 料 
 

入 学 料 
 

検 定 料 
 
学部 

 
年額  ５３５,８００円 

 
 ２８２,０００円 

 
 １７,０００円 

 
大学院の研究科 

 
年額  ５３５,８００円 

 
 ２８２,０００円 

 
 ３０,０００円 

 
特別支援学校の高等部 

 
年額    ４,８００円 

 
   ２,０００円 

 
  ２,５００円 

 
幼稚園 

 
年額   ７３,２００円 

 
  ３１,２００円 

 
  １,６００円 

 
小学校 

 
 

 
 

 
  ３,３００円 

 
中学校 

 
 

 
 

 
  ５,０００円 

 
特別支援学校（小学部） 

 
 

 
 

 
  １,０００円 

 
特別支援学校（中学部） 

 
 

 
 

 
  １,５００円 

２ 修業年限又は標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修して卒業

又は課程を修了することを認められた者から徴収する授業料の年額は、当該在学を認められ

た期間（以下「長期在学期間」という。）に限り、前項の規定にかかわらず、同項に規定す

る授業料の年額に当該修業年限又は標準修業年限に相当する年数を乗じて得た額を長期在学

期間の年数で除した額（その額に１０円未満の端数があるときは、これを切り上げるものと

する。）とする。 
３ 学部の編入学又は再入学に係る検定料の額は、第１項の規定にかかわらず、３０,０００円

とする。 
４ 岩手大学内の転学部、転学科及び転課程に係る検定料は、第１項の規定にかかわらず徴収

しないものとする。 
５ 第１項に規定する学部において、出願書類等による選抜（以下この項において「第１段階

目の選抜」という。）を行い、その合格者に限り学力検査その他による選抜（以下この項に

おいて「第２段階目の選抜」という。）を行う場合の検定料の額については、第１項の規定

にかかわらず、第１段階目の選抜に係る額は４，０００円とし、第２段階目の選抜に係る額

は１３，０００円とする。 
 

（授業料の徴収方法） 



 - 2 -

第３条 授業料の徴収は、各年度に係る授業料について、前期及び後期の２期に区分して行う

ものとし、それぞれの期において徴収する額は、年額の２分の１に相当する額とする。 
２ 前項の授業料は、前期にあっては５月、後期にあっては１１月に徴収するものとする。 
３ 前２項の規定にかかわらず、学生又は生徒の申出があったときは、前期に係る授業料を徴

収するときに、当該年度の後期に係る授業料を併せて徴収するものとする。 
４ 入学年度の前期又は前期及び後期に係る授業料については、第１項及び第２項の規定にか

かわらず、入学を許可される者の申出があったときは、入学を許可するときに徴収するもの

とする。 
５ 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）により盛岡市が行う子育てのための施

設等利用給付（以下、「子育て施設利用給付」という）の対象となった子どもの保育料の徴

収については、第１項及び第２項の規定にかかわらず、盛岡市が支払う子育て施設利用給付

施設利用費（以下、「施設利用費」という）の受領に代えることができる。 
 

（入学の時期が徴収の時期後である場合における授業料の額及び徴収方法） 
第４条 特別の事情により、入学の時期が徴収の時期（前期にあっては４月から５月まで、後

期にあっては１０月から１１月までの間を言う。以下同じ。）後である場合に前期又は後期

において徴収する授業料の額は、授業料の年額の１２分の１に相当する額（その額に１０円

未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。）に入学した日の属する月から次

の徴収の時期前までの月数を乗じて得た額とし、入学の日の属する月に徴収するものとする。 
 

（復学等の場合における授業料の額及び徴収方法） 
第５条 前期又は後期の中途において復学、編入学又は再入学（以下「復学等」という。）を

した者から前期又は後期において徴収する授業料の額は、授業料の年額の１２分の１に相当

する額（その額に１０円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。）に復学

等の日の属する月から次の徴収の時期までの月数を乗じて得た額とし、復学等の日の属する

月に徴収するものとする。 
 

（学年の中途で卒業等をする場合における授業料の額及び徴収方法） 
第６条 特別の事情により、学年の中途で卒業又は課程を修了する者から徴収する授業料の額

は、授業料の年額の１２分の１に相当する額に在学する月数を乗じて得た額とし、当該学年

の始めの月に徴収するものとする。 
 

（退学の場合における授業料の額） 
第７条 後期の徴収の時期前に退学する者から徴収する授業料の額は、授業料の年額の２分の

１に相当する額（その額に１０円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。）

とする。 
 

（修業年限を超えて計画的に教育課程を履修して卒業又は課程を修了することを認められた

者に係る授業料及び徴収方法の特例） 
第８条 第２条第２項の規定により授業料の年額が定められた者が、学年の中途で卒業又は課

程を修了する場合に徴収する授業料の額は、同項の規定により定められた授業料の年額の１

２分の１に相当する額（その額に１０円未満の端数があるときは、これを切り上げるものと

する。）に在学する月数を乗じて得た額とし、当該学年の前期の徴収の時期に徴収するもの

とする。ただし、卒業又は課程を修了する月が後期の徴収の時期後であるときは、後期の徴

収の時期後の在学期間に係る授業料は、後期の徴収の時期に徴収できるものとする。 
２ 第２条第２項の規定により授業料の年額が定められた者が、長期在学期間を短縮すること
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を認められる場合には、当該短縮後の期間に応じて同項の規定により算出した授業料の年額

に当該者が在学した期間の年数（その期間に１年に満たない端数があるときは、これを切り

上げるものとする。以下同じ。）を乗じて得た額から当該者が在学した期間（学年の中途に

あっては、当該学年の終了までの期間とする。以下同じ。）に納付すべき授業料の総額を控

除した額を、長期在学期間の短縮を認めるときに徴収するものとする。ただし、当該短縮後

の期間が修業年限又は標準修業年限に相当する期間の場合には、第２条第１項に規定する授

業料の年額に当該者が在学した期間の年数を乗じて得た額から当該者が在学した期間に納付

すべき授業料の総額を控除した額を徴収するものとする。 
 

（入学料の徴収方法） 
第９条 入学料は、入学、転入学、転学、編入学又は再入学を許可するときに徴収するものと

する。 
２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、入学料を徴収しないも

のとする。 
一 本学大学院修士課程及び本学専門職学位課程（教職大学院の課程）を修了後３年以内に、

本学大学院博士課程へ入学を許可する場合 
二 本学大学院連合農学研究科構成大学大学院修士課程を修了後３年以内に、本学大学院連

合農学研究科へ入学を許可する場合 
三 その他再入学を許可するときに、学長が入学料を徴収しないと判断した場合 

３ 子育て施設利用給付の対象となった子どもの入園料の徴収については、第１項の規定にか

かわらず、盛岡市が支払う施設利用費の受領に代えることができる。 
 

（検定料の徴収方法） 
第１０条 検定料は、入学、転学、編入学又は再入学の出願を受理するときに徴収するものと

する。 
２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、検定料を徴収しないも

のとする。 
一 本学大学院修士課程及び本学専門職学位課程（教職大学院の課程）を修了した者が、３

年以内に本学大学院博士課程へ入学の出願をする場合 
二 本学大学院連合農学研究科構成大学大学院修士課程を修了した者が、３年以内に本学大

学院連合農学研究科へ入学を出願する場合 
 

（科目等履修生、研究生、特別聴講学生及び特別研究学生） 
第１１条 科目等履修生、研究生、特別聴講学生及び特別研究学生の授業料、入学料及び検定

料の額は、次の表のとおりとする。 
 

区   分 
 

授 業 料 
 

入 学 料 
 

検 定 料 
 
 科目等履修生 

 
 １単位  １４,８００円 

 
 ２８,２００円 

 
  ９,８００円 

 
 研 究 生 

 
 月 額  ２９,７００円 

 
  ８４,６００円 

 
  ９,８００円 

 
 特別聴講学生 

 
 １単位  １４,８００円 

 
 

 
 

 
 特別研究学生 

 
 月 額  ２９,７００円 
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２ 授業料の徴収は、各年度に係る授業料について、前期及び後期の２期に区分して行うもの

とし、それぞれの期において徴収する。 

３ 授業料は、前期にあっては４月、後期にあっては１０月に徴収するものとする。 

４ 前２項の規定にかかわらず、学生の申出があったときは、前期に係る授業料を徴収すると

きに、当該年度の後期に係る授業料を併せて徴収するものとする。 

５ 入学年度の前期又は前期及び後期に係る授業料については、第１項及び第２項の規定にか

かわらず、入学を許可される者の申出があったときは、入学を許可するときに徴収するもの

とする。 

６ 入学料は、入学を許可するときに徴収するものとする。 

７ 検定料は、入学の出願を受理するときに徴収する。 
 
 

附 則 
１ この規則は、平成１６年４月１日から施行する。 
２ 平成１１年３月３１日に在学する者に係る授業料の額は、第２条第１項の規定にかかわ 
 らず、なお、従前の例による。 
３ 平成１１年４月１日から平成１３年３月３１日の間において、転学、編入学又は再入学 
 をした者に係る授業料の額は、第２条第１項の規定にかかわらず、当該者の属する年次の 
 在学者に係る額と同額とする。 
４ 平成１６年３月３１日に在学する幼稚園の在学者に係る授業料の額は、第２条第１項の 
 規定にかかわらず、７０,８００円とする。 
 

附 則 
 この規則は、平成１６年１０月１日から施行する。  
 

附 則 
１ この規則は、平成１７年４月１日から施行する。 
２ 平成１１年３月３１日に在学する者に係る授業料の額は、第２条第１項の規定にかかわら

ず、なお、従前の例による。 
３ 平成１１年４月１日から平成１３年３月３１日の間において、転学、編入学又は再入学を

した者に係る授業料の額は、第２条第１項の規定にかかわらず、当該者の属する年次の在学

者に係る額と同額とする。 
 

附 則 
１ この規則は、平成１８年４月１日から施行する。 
２ 改正後の第９条及び第１０条の規定は、平成１８年度の入学者から適用する。 
 

附 則 
この規則は、平成１８年１２月２６日から施行する。 

 
附 則 

この規則は、平成１９年５月１７日から施行し、平成１９年４月１日から適用する。 
 

附 則 
この規則は、平成１９年７月２３日から施行し、平成１９年４月１日から適用する。 
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附 則 
この規則は、平成２０年４月１日から施行する。 

 
附 則 

この規則は、平成２１年４月１日から施行する。 
 

附 則 
この規則は、平成２２年６月２日から施行し、平成２２年４月１日から適用する。 

 
附 則 

この規則は、平成２７年１０月１日から施行する。 
 

附 則 
１ この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 
２ この規則による改正後の第９条の規定は、平成２９年４月１日以後の入学者から適用し、

平成２９年３月３１日以前の入学者については、なお従前の例による。 
 
   附 則 
１ この規則は、令和元年１０月１日から施行する。 
２ 令和元年度に在学する幼稚園の在学者に係る入園料は、第２条第１項の規定にかかわらず、

なお、従前の例による。 
３ 令和元年度に在学する幼稚園の在学者が既に納付した入園料について、入園料相当額とし

て盛岡市から受領する施設利用費相当額は、保護者に返還する。 
 
   附 則 
１ この規則は、令和４年１０月１日から施行する。 
 
   附 則 
１ この規則は、令和５年２月２７日から施行する。 


